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―

将来的に民間においてファンドを活用して福祉貢献型建物の整備等が自

律的になされるよう促すため

　７人

（　うち、女性委員数０人　）

一部非公開

附属機関等の運営に関する基本事項

民間におけるファンドを活用した福祉貢献型建物の自律的な整備促進等

に関する検討会

専門家会議

民間におけるファンドを活用した福祉貢献型建物の自律的な整備促進等

に関する検討会設置要綱

平成２８年１０月２５日

―

あり

・個人、法人その他の団体（組合を含む。）の秘密を保つために必要が

あると認めるときは、非公開とする。

・会議の公正が害されるおそれがあると認めるときは、非公開とする。

・その他公益上必要があると認めるときは、非公開とする。

―

会計管理局管理部公金管理課資金活用担当

電話番号：０３－５３２０－５９２９

会議を非公開にする場合の理由に同じ

―


